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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長尺帯状の金属箔からなる集電体、および前記集電体の両主面に形成された活物質層を
含むとともに、前記集電体が、当該電極の端部、当該電極を貫通する貫通孔、および当該
電極のいずれかの主面から前記活物質層を取り除くようにして設けられた凹部、の少なく
とも１つにおいて前記集電体が露出する露出部を含む、電極と、
　電極リードと、
　前記露出部と、前記電極リードとを導通させるように、前記電極と前記電極リードとを
接合する接合部と、を備え、
　前記電極リードが、前記電極と重なり合う重なり部、および前記電極の幅方向の一端部
の端面と面一となるように配される一端面、を有し、
　前記接合部が、前記電極の幅方向の一端部の端面と、前記電極リードの一端面との間に
掛け渡されるようにして設けられている非水電解質二次電池用電極構造体。
【請求項２】
　前記接合部が、前記電極の幅方向の他端部にも形成されている請求項１記載の非水電解
質二次電池用電極構造体。
【請求項３】
　前記電極リードが、前記電極の幅方向の他端部の端面と面一に形成された段差部を有し
ており、
　前記他端部に形成された接合部が、前記電極の幅方向の他端部と、前記電極リードの段
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差部とを接合している請求項２記載の非水電解質二次電池用電極構造体。
【請求項４】
　前記電極リードと、前記電極の幅方向の他端部とが接着テープにより固定されている請
求項１記載の非水電解質二次電池用電極構造体。
【請求項５】
　長尺帯状の金属箔からなる集電体、および前記集電体の両主面に形成された活物質層を
含むとともに、前記集電体が、当該電極の端部、当該電極を貫通する貫通孔、および当該
電極のいずれかの主面から前記活物質層を取り除くようにして設けられた凹部、の少なく
とも１つにおいて前記集電体が露出する露出部を含む、電極と、
　電極リードと、
　前記露出部と、前記電極リードとを導通させるように、前記電極と前記電極リードとを
接合する接合部と、を備え、
　前記接合部が、前記電極の幅方向の一端部に形成されているとともに、前記電極リード
の一端面と接触する第１接触部、前記電極の幅方向の一端部の端面と接触する第２接触部
、並びに前記第１接触部と第２接触部との間の折り返し部から構成されており、
　前記電極リードの一端面と、前記電極の幅方向の一端部の端面とが対向配置されている
非水電解質二次電池用電極構造体。
【請求項６】
　長尺帯状の金属箔からなる集電体、および前記集電体の両主面に形成された活物質層を
含むとともに、前記集電体が、当該電極の端部、当該電極を貫通する貫通孔、および当該
電極のいずれかの主面から前記活物質層を取り除くようにして設けられた凹部、の少なく
とも１つにおいて前記集電体が露出する露出部を含む、電極と、
　電極リードと、
　前記露出部と、前記電極リードとを導通させるように、前記電極と前記電極リードとを
接合する接合部と、を備え、
前記電極リードが、
　前記電極と重なり合う重なり部、および
　前記電極の長手方向の一端部の端面と面一となるように配される一端面、を有し、
　前記接合部が、前記電極の長手方向の一端部の端面と、前記電極リードの一端面との間
に掛け渡されるようにして設けられている非水電解質二次電池用電極構造体。
【請求項７】
　前記電極リードの他端部が、接着テープにより前記電極に固定されている請求項６記載
の非水電解質二次電池用電極構造体。
【請求項８】
　長尺帯状の金属箔からなる集電体、および前記集電体の両主面に形成された活物質層を
含むとともに、前記集電体が、当該電極の端部、当該電極を貫通する貫通孔、および当該
電極のいずれかの主面から前記活物質層を取り除くようにして設けられた凹部、の少なく
とも１つにおいて前記集電体が露出する露出部を含む、電極と、
　電極リードと、
　前記露出部と、前記電極リードとを導通させるように、前記電極と前記電極リードとを
接合する接合部と、を備え、
　前記電極リードは、その一部を切り起こした切起部を有し、
　前記接合部は、前記貫通孔に挿入された前記切起部の再凝固体から構成されている非水
電解質二次電池用電極構造体。
【請求項９】
　前記電極リードの切起部は、先端が尖っている請求項８記載の非水電解質二次電池用電
極構造体。
【請求項１０】
　前記電極リードの切起部は、方形状である請求項８記載の非水電解質二次電池用電極構
造体。
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【請求項１１】
　前記電極リードの切起部は、先端が丸まっている請求項８記載の非水電解質二次電池用
電極構造体。
【請求項１２】
　長尺帯状の金属箔からなる集電体、および前記集電体の両主面に形成された活物質層を
含むとともに、前記集電体が、当該電極の端部、当該電極を貫通する貫通孔、および当該
電極のいずれかの主面から前記活物質層を取り除くようにして設けられた凹部、の少なく
とも１つにおいて前記集電体が露出する露出部を含む、電極と、
　電極リードと、
　前記露出部と、前記電極リードとを導通させるように、前記電極と前記電極リードとを
接合する接合部と、を備え、
　前記電極は、前記電極リードの端部と重なる位置または隣接する位置にスリット状の前
記貫通孔または凹部が形成されており、
　前記接合部は、前記電極リードの端部の再凝固体から構成されており、前記再凝固体が
前記スリット状の貫通孔または凹部の内部で前記露出部と、前記電極リードとを導通させ
ている非水電解質二次電池用電極構造体。
【請求項１３】
　前記スリット状の貫通孔または凹部が、前記電極の長手方向と平行に設けられている請
求項１２記載の非水電解質二次電池用電極構造体。
【請求項１４】
　前記スリット状の貫通孔または凹部が、前記電極の長手方向と垂直に設けられている請
求項１２記載の非水電解質二次電池用電極構造体。
【請求項１５】
　前記スリット状の貫通孔または凹部が、前記電極の長手方向に対して斜めに設けられて
いる請求項１２記載の非水電解質二次電池用電極構造体。
【請求項１６】
前記電極リードの一部を前記電極の厚み方向に貫通させてかしめたかしめ部を備える請求
項１または６記載の非水電解質二次電池用電極構造体。
【請求項１７】
長尺帯状の金属箔からなる集電体、および前記集電体の両主面に形成された活物質層を含
むとともに、前記集電体が、当該電極の端部、当該電極を貫通する貫通孔、および当該電
極のいずれかの主面から前記活物質層を取り除くようにして設けられた凹部、の少なくと
も１つにおいて前記集電体が露出する露出部を含む、電極と、
　電極リードと、
　前記露出部と、前記電極リードとを導通させるように、前記電極と前記電極リードとを
接合する接合部と、を備え、
　前記接合部が、前記電極の幅方向の一端部または長手方向の一端部に形成されていると
ともに、
　前記電極リードと、前記電極とが、互いに重なり合う重なり部において、接着剤により
接着されている非水電解質二次電池用電極構造体。
【請求項１８】
　（ａ）長尺帯状の金属箔からなる集電体の両主面に活物質層を形成した電極を準備する
工程、並びに
　（ｂ）前記電極の端部、前記電極を貫通する貫通孔、および前記電極のいずれかの主面
から前記活物質層を取り除くようにして設けられた凹部、の少なくとも１つにおいて、露
出している集電体と、前記電極リードとを導通させるように接合する接合部を形成する工
程、を含み、
　前記工程ｂが、
　前記電極リードと、前記電極とを、少なくとも一部が互いに重なり合うように、且つ前
記電極リードの一端面と前記電極の幅方向の一端面とが面一となるように、配置する工程
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、並びに
　前記電極リードの一端面と前記電極の幅方向の一端面との間に掛け渡すように前記接合
部を形成する工程、を含む非水電解質二次電池用電極構造体の製造方法。
【請求項１９】
　前記工程ｂが、さらに、前記電極リードの一端面と、前記電極の幅方向の一端面とを対
向させるように、前記接合部を折り返す工程、を含む請求項１８記載の非水電解質二次電
池用電極構造体の製造方法。
【請求項２０】
　（ａ）長尺帯状の金属箔からなる集電体の両主面に活物質層を形成した電極を準備する
工程、並びに
　（ｂ）前記電極の端部、前記電極を貫通する貫通孔、および前記電極のいずれかの主面
から前記活物質層を取り除くようにして設けられた凹部、の少なくとも１つにおいて、露
出している集電体と、前記電極リードとを導通させるように接合する接合部を形成する工
程、を含み、
　前記工程ｂが、前記貫通孔に、前記電極リードの一部を切り起こした切起部を挿入した
状態で、前記切起部を溶融し、再凝固させて、前記接合部を形成する工程、を含む非水電
解質二次電池用電極構造体の製造方法。
【請求項２１】
　（ａ）長尺帯状の金属箔からなる集電体の両主面に活物質層を形成した電極を準備する
工程、並びに
　（ｂ）前記電極の端部、前記電極を貫通する貫通孔、および前記電極のいずれかの主面
から前記活物質層を取り除くようにして設けられた凹部、の少なくとも１つにおいて、露
出している集電体と、前記電極リードとを導通させるように接合する接合部を形成する工
程、を含み、
　前記工程ｂが、
　前記電極の、前記電極リードの端部と重なる位置または隣接する位置にスリット状の前
記貫通孔または凹部を形成する工程、および
　前記電極リードの端部を溶融し、その溶融部分を前記スリット状の貫通孔または凹部の
内部に流し込んだ後、再凝固させて、前記接合部を形成する工程、を含む非水電解質二次
電池用電極構造体の製造方法。
【請求項２２】
　長尺帯状の正極および負極を、間にセパレータを介在させて巻回または積層して構成さ
れた電極群、
　前記正極および負極のそれぞれに接合される電極リード、
　非水電解質、
　前記電極群および前記非水電解質を収納する電池ケース、並びに
　前記電池ケースの開口部を封口する封口体、を備え、
　前記正極および負極のそれぞれに電極リードを接合して構成される各電極構造体の少な
くとも一方が、請求項１記載の非水電解質二次電池用電極構造体から構成される非水電解
質二次電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リチウムイオン二次電池等の非水電解質二次電池に使用される電極構造体、
および非水電解質二次電池に関し、特に電極と電極リードとの接合部の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯用電子機器の小型化および高性能化に伴い、それらの電子機器の電源に使用
する二次電池に対する需要が高まってきている。中でも、リチウムイオン二次電池に代表
される非水電解質二次電池は、高いエネルギー密度を有するために、軽量化が容易である
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ことから、盛んに開発がなされている。そして、電子機器の高性能化、高機能化および小
型化がさらに進むに伴い、非水電解質二次電池の更なる高容量化が要望されている。
【０００３】
　非水電解質二次電池においては、長尺帯状の金属箔からなる集電体の表面に、活物質、
バインダおよび導電材等を含む塗料を塗布する等により活物質層を形成し、これにより電
極（正極および負極）を構成するのが一般的である。集電体は、短冊状の金属片からなる
電極リードにより、電池ケースおよび封口板等の外部端子と接続される。
【０００４】
　集電体と電極リードとの接続は、活物質層の上からでは十分な導通が得られないために
、電極の表面に集電体を露出させた、集電体の露出部において行われる。集電体の露出部
は、集電体の一部分の活物質層を全幅に亘って取り除いたり、集電体の一部分を全幅に亘
って塗料を塗布しないようにしたりすることにより形成される（特許文献１および２参照
）。
【０００５】
　また、集電体の露出部に電極リードを重ね、その重なりの部分において、電極リード側
から電極リードおよび集電体を貫通するようにバーリング加工等を行い、電極リードの一
部を集電体に貫通させた後、かしめる等して、集電体と電極リードとを接続することが提
案されている（特許文献３および４参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平５－１３０６４号公報
【特許文献２】特開平１－２６５４５２号公報
【特許文献３】特開平５－６２６６６号公報
【特許文献４】特開２０００－９０９９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記従来技術のように、電極リードを接続するために集電体の露出部を
形成する場合には、ある程度のマージンをとるように、電極リードの幅よりも広い幅の露
出部を形成する必要がある。このため、集電体の表面の比較的広い面積に、活物質層のな
い露出部を形成する必要があり、そのことが高容量化を達成する上での障害となっている
。
【０００８】
　さらには、最近、さらなる高容量化の要望に応えるために、活物質層の形成を従来の塗
布法によるのではなく、ケイ素（Ｓｉ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）あるいはスズ（Ｓｎ）を
含む活物質を集電体に蒸着して活物質層を形成する方法が注目を集め、その実用化の方法
が模索されている。活物質を集電体に蒸着させることで、活物質層に含ませるバインダを
低減または排除することが可能となる。また、活物質層の空隙も低減または排除すること
が可能となる。また、活物質層が集電体と一体的に形成されることで、活物質層と集電体
との間の導電性も極めて良好となり、活物質層に含ませる導電材をも低減または排除する
ことができる。このため、電極の厚みを小さくしながら高容量化を図ることができる。し
たがって、容量的にもサイクル寿命的にも高性能化を実現することができる技術として期
待されている。
【０００９】
　ところが、蒸着により集電体上に活物質層を形成する場合には、集電体上に露出部を形
成することは困難となる。塗布法であれば、例えば長尺帯状の集電体を長手方向に送りな
がらダイコータを使用して活物質を含む塗料を塗布するときに、間欠的に塗料を塗布する
ことにより集電体の露出部を形成することができる。また、形成された活物質層を部分的
に取り除いて、集電体の露出部を形成することも比較的容易である。
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【００１０】
　これに対して、蒸着により活物質層を形成する場合には、部分的に活物質層を形成しな
いようにしたり、形成された活物質層を部分的に取り除いたりすることは、非常に手間が
掛かる作業となるために、実質的には不可能である。
【００１１】
　このため、図２９に示すように、上記特許文献３および４に示されているような、電極
リード１０４のかしめ部１０５を、集電体１０１の露出部にではなく、活物質層１０２が
存在する部分に形成することも考えられる。
【００１２】
　しかしながら、この場合には、かしめ部１０５と集電体１０１との間に活物質層１０２
が挟まれてしまう。このため、集電体１０１と電極リード１０４との間の導通が不安定と
なったり、電極リードと集電体間の電気抵抗が高くなったりするという不都合がある。特
に、電池の安全性および信頼性を高めるために、活物質層の上に絶縁層を形成する場合に
は、電極リードと集電体との間の電気抵抗は大きくなる。
【００１３】
　本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、集電体に担持させる活物質の量を減
ずることなく、安定的に、集電体と電極リードとを導通させるように接合して、高容量化
を図ることができる非水電解質二次電池用電極構造体、その製造方法および非水電解質二
次電池を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、長尺帯状の金属箔からなる集電体、および前記集電体の両主面に形成された
活物質層を含む電極と、
　電極リードと、
　前記電極の端部、前記電極を貫通する貫通孔、および前記電極のいずれかの主面から前
記活物質層を取り除くようにして設けられた凹部、の少なくとも１つにおいて、露出して
いる集電体と、前記電極リードとを導通させるように、前記電極と前記電極リードとを接
合する接合部と、を備える非水電解質二次電池用電極構造体に関する。
【００１５】
　本発明の一局面においては、前記接合部が、前記電極の幅方向の一端部に形成されてい
る。
【００１６】
　本発明の一局面においては、前記電極リードが、
　前記電極と重なり合う重なり部、および
　前記電極の幅方向の一端部の端面と面一となるように配される一端面、を有し、
　前記接合部が、前記電極の幅方向の一端部の端面と、前記電極リードの一端面との間に
掛け渡されるようにして設けられる。
【００１７】
　本発明の一局面の好ましい形態においては、前記接合部が、前記電極の幅方向の他端部
にも形成されている。
【００１８】
　本発明の一局面の別の好ましい形態においては、前記電極リードが、前記電極の幅方向
の他端部の端面と面一に形成された段差部を有しており、
　前記他端部に形成された接合部が、前記電極の幅方向の他端部と、前記電極リードの段
差部とを接合している。
【００１９】
　本発明の一局面のさらに別の好ましい形態においては、前記電極リードと、前記電極の
幅方向の他端部とが接着テープにより固定されている。
【００２０】
　本発明の他の局面においては、長尺帯状の金属箔からなる集電体、および前記集電体の
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両主面に形成された活物質層を含むとともに、前記集電体が、当該電極の端部、当該電極
を貫通する貫通孔、および当該電極のいずれかの主面から前記活物質層を取り除くように
して設けられた凹部、の少なくとも１つにおいて前記集電体が露出する露出部を含む、電
極と、
　電極リードと、
　前記露出部と、前記電極リードとを導通させるように、前記電極と前記電極リードとを
接合する接合部と、を備え、
　前記接合部が、前記電極の幅方向の一端部に形成されているとともに、前記電極リード
の一端面と接触する第１接触部、前記電極の幅方向の一端部の端面と接触する第２接触部
、並びに前記第１接触部と第２接触部との間の折り返し部から構成されており、
　前記電極リードの一端面と、前記電極の幅方向の一端部の端面とが対向配置されている
。
【００２２】
　本発明のさらに他の局面においては、長尺帯状の金属箔からなる集電体、および前記集
電体の両主面に形成された活物質層を含むとともに、前記集電体が、当該電極の端部、当
該電極を貫通する貫通孔、および当該電極のいずれかの主面から前記活物質層を取り除く
ようにして設けられた凹部、の少なくとも１つにおいて前記集電体が露出する露出部を含
む、電極と、
　電極リードと、
　前記露出部と、前記電極リードとを導通させるように、前記電極と前記電極リードとを
接合する接合部と、を備え、
前記電極リードが、
　前記電極と重なり合う重なり部、および
　前記電極の長手方向の一端部の端面と面一となるように配される一端面、を有し、
　前記接合部が、前記電極の長手方向の一端部の端面と、前記電極リードの一端面との間
に掛け渡されるようにして設けられている。
【００２３】
　本発明のさらに他の局面の好ましい形態においては、前記電極リードの他端部が、接着
テープにより前記電極に固定されている。
【００２４】
　本発明のさらに他の局面においては、長尺帯状の金属箔からなる集電体、および前記集
電体の両主面に形成された活物質層を含むとともに、前記集電体が、当該電極の端部、当
該電極を貫通する貫通孔、および当該電極のいずれかの主面から前記活物質層を取り除く
ようにして設けられた凹部、の少なくとも１つにおいて前記集電体が露出する露出部を含
む、電極と、
　電極リードと、
　前記露出部と、前記電極リードとを導通させるように、前記電極と前記電極リードとを
接合する接合部と、を備え、
　前記電極リードは、その一部を切り起こした切起部を有し、
　前記接合部は、前記貫通孔に挿入された前記切起部の再凝固体から構成されている。
【００２５】
　本発明のさらに他の局面の好ましい形態においては、前記電極リードの切起部は、先端
が尖っている。
【００２６】
　本発明のさらに他の局面の別の好ましい形態においては、前記電極リードの切起部は、
方形状である。
【００２７】
　本発明のさらに他の局面のさらに別の好ましい形態においては、前記電極リードの切起
部は、先端が丸まっている。
【００２８】
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　本発明のさらに他の局面においては、長尺帯状の金属箔からなる集電体、および前記集
電体の両主面に形成された活物質層を含むとともに、前記集電体が、当該電極の端部、当
該電極を貫通する貫通孔、および当該電極のいずれかの主面から前記活物質層を取り除く
ようにして設けられた凹部、の少なくとも１つにおいて前記集電体が露出する露出部を含
む、電極と、
　電極リードと、
　前記露出部と、前記電極リードとを導通させるように、前記電極と前記電極リードとを
接合する接合部と、を備え、
　前記電極は、前記電極リードの端部と重なる位置または隣接する位置にスリット状の前
記貫通孔または凹部が形成されており、
　前記接合部は、前記電極リードの端部の再凝固体から構成されており、前記再凝固体が
前記スリット状の貫通孔または凹部の内部で前記露出部と、前記電極リードとを導通させ
ている。
【００２９】
　本発明のさらに他の局面の好ましい形態においては、前記スリット状の貫通孔または凹
部が、前記電極の長手方向と平行に設けられている。
【００３０】
　本発明のさらに他の局面の別の好ましい形態においては、前記スリット状の貫通孔また
は凹部が、前記電極の長手方向と垂直に設けられている。
【００３１】
　本発明のさらに他の局面のさらに別の好ましい形態においては、前記スリット状の貫通
孔または凹部が、前記電極の長手方向に対して斜めに設けられている。
【００３２】
　本発明の一局面の好ましい形態においては、前記電極リードの一部を前記電極の厚み方
向に貫通させてかしめたかしめ部を備える。
【００３３】
　本発明のさらに他の局面においては、長尺帯状の金属箔からなる集電体、および前記集
電体の両主面に形成された活物質層を含むとともに、前記集電体が、当該電極の端部、当
該電極を貫通する貫通孔、および当該電極のいずれかの主面から前記活物質層を取り除く
ようにして設けられた凹部、の少なくとも１つにおいて前記集電体が露出する露出部を含
む、電極と、
　電極リードと、
　前記露出部と、前記電極リードとを導通させるように、前記電極と前記電極リードとを
接合する接合部と、を備え、
　前記電極リードと、前記電極とが、互いに重なり合う重なり部において、接着剤により
接着されている。
【００３５】
　本発明のさらに他の局面においては、（ａ）長尺帯状の金属箔からなる集電体の両主面
に活物質層を形成した電極を準備する工程、並びに
　（ｂ）前記電極の端部、前記電極を貫通する貫通孔、および前記電極のいずれかの主面
から前記活物質層を取り除くようにして設けられた凹部、の少なくとも１つにおいて、露
出している集電体と、前記電極リードとを導通させるように接合する接合部を形成する工
程、を含み、
　前記工程ｂが、
　前記電極リードと、前記電極とを、少なくとも一部が互いに重なり合うように、且つ前
記電極リードの一端面と前記電極の幅方向の一端面とが面一となるように、配置する工程
、並びに
　前記電極リードの一端面と前記電極の幅方向の一端面との間に掛け渡すように前記接合
部を形成する工程、を含む。
【００３６】
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　本発明のさらに他の局面の好ましい形態においては、前記工程ｂが、さらに、前記電極
リードの一端面と、前記電極の幅方向の一端面とを対向させるように、前記接合部を折り
返す工程、を含む。
【００３７】
　本発明のさらに他の局面においては、（ａ）長尺帯状の金属箔からなる集電体の両主面
に活物質層を形成した電極を準備する工程、並びに
　（ｂ）前記電極の端部、前記電極を貫通する貫通孔、および前記電極のいずれかの主面
から前記活物質層を取り除くようにして設けられた凹部、の少なくとも１つにおいて、露
出している集電体と、前記電極リードとを導通させるように接合する接合部を形成する工
程、を含み、
　前記工程ｂが、前記貫通孔に、前記電極リードの一部を切り起こした切起部を挿入した
状態で、前記切起部を溶融し、再凝固させて、前記接合部を形成する工程、を含む。
【００３８】
　本発明のさらに他の局面においては、（ａ）長尺帯状の金属箔からなる集電体の両主面
に活物質層を形成した電極を準備する工程、並びに
　（ｂ）前記電極の端部、前記電極を貫通する貫通孔、および前記電極のいずれかの主面
から前記活物質層を取り除くようにして設けられた凹部、の少なくとも１つにおいて、露
出している集電体と、前記電極リードとを導通させるように接合する接合部を形成する工
程、を含み、
　前記工程ｂが、
　前記電極の、前記電極リードの端部と重なる位置または隣接する位置にスリット状の前
記貫通孔または凹部を形成する工程、および
　前記電極リードの端部を溶融し、その溶融部分を前記スリット状の貫通孔または凹部の
内部に流し込んだ後、再凝固させて、前記接合部を形成する工程、を含む。
【００３９】
　また、本発明は、長尺帯状の正極および負極を、間にセパレータを介在させて巻回また
は積層して構成された電極群、
　前記正極および負極のそれぞれに接合される電極リード、
　非水電解質、
　前記電極群および前記非水電解質を収納する電池ケース、並びに
　前記電池ケースの開口部を封口する封口体、を備え、
　前記正極および負極のそれぞれに電極リードを接合して構成される各電極構造体の少な
くとも一方が、上述した非水電解質二次電池用電極構造体から構成される非水電解質二次
電池を提供する。
【発明の効果】
【００４０】
　本発明の非水電解質二次電池用電極構造体によれば、電極に、大きな活物質層の非形成
部分を生じることなく、かつ電極と電極リードとの間の電気抵抗を小さくしながら、電極
と電極リードとを接合することが可能となる。これにより、電池に含ませることができる
活物質の量を従来よりも増量することが容易となり、高容量化が図れる。したがって、非
水電解質二次電池を高容量化することが容易となる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１Ａ】本発明の実施の形態１に係る非水電解質二次電池用電極構造体の概略構成を示
す斜視図である。
【図１Ｂ】同上の非水電解質二次電池用電極構造体の断面図である。
【図２】同上の非水電解質二次電池用電極構造体の変形例を示す斜視図である。
【図３】同上の非水電解質二次電池用電極構造体の別の変形例を示す斜視図である。
【図４】同上の非水電解質二次電池用電極構造体のさらに別の変形例を示す斜視図である
。



(10) JP 5089656 B2 2012.12.5

10

20

30

40

50

【図５】同上の非水電解質二次電池用電極構造体のさらに別の変形例を示す斜視図である
。
【図６】同上の非水電解質二次電池用電極構造体のさらに別の変形例を示す斜視図である
。
【図７】同上の変形例の断面図である。
【図８Ａ】本発明の実施の形態２に係る非水電解質二次電池用電極構造体の概略構成を示
す斜視図である。
【図８Ｂ】同上の非水電解質二次電池用電極構造体の断面図である。
【図９】同上の非水電解質二次電池用電極構造体の変形例を示す平面図である。
【図１０】同上の非水電解質二次電池用電極構造体の別の変形例を示す平面図である。
【図１１】同上の非水電解質二次電池用電極構造体のさらに別の変形例を示す平面図であ
る。
【図１２】本発明の実施の形態３に係る非水電解質二次電池用電極構造体の概略構成を示
す斜視図である。
【図１３】同上の非水電解質二次電池用電極構造体の電極リードの概略構成を示す斜視図
である。
【図１４】一製造段階における同上の非水電解質二次電池用電極構造体を示す斜視図であ
る。
【図１５】一製造段階における同上の非水電解質二次電池用電極構造体の拡大断面図であ
る。
【図１６】別の製造段階における同上の非水電解質二次電池用電極構造体の拡大断面図で
ある。
【図１７】同上の非水電解質二次電池用電極構造体の変形例を示す斜視図である。
【図１８】同上の変形例の電極リードの概略構成を示す斜視図である。
【図１９】一製造段階における同上の非水電解質二次電池用電極構造体を示す斜視図であ
る。
【図２０】同上の非水電解質二次電池用電極構造体の別の変形例を示す斜視図である。
【図２１】同上の変形例の電極リードの概略構成を示す斜視図である。
【図２２】一製造段階における同上の非水電解質二次電池用電極構造体を示す斜視図であ
る。
【図２３】本発明の実施の形態４に係る非水電解質二次電池用電極構造体の概略構成を示
す斜視図である。
【図２４】同上の非水電解質二次電池用電極構造体の拡大断面図である。
【図２５】同上の非水電解質二次電池用電極構造体の変形例の拡大断面図である。
【図２６】同上の非水電解質二次電池用電極構造体の別の変形例を示す斜視図である。
【図２７】同上の非水電解質二次電池用電極構造体のさらに別の変形例を示す斜視図であ
る。
【図２８】本発明の一実施の形態に係る非水電解質二次電池の概略構成を示す断面図であ
る。
【図２９】従来の非水電解質二次電池の拡大断面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しながら説明する。
　〈実施の形態１〉
　図１Ａおよび１Ｂに、本発明の実施の形態１に係る非水電解質二次電池用電極構造体の
概略構成を、斜視図および断面図により示す。
　図示例の電極構造体１０は、リチウムイオン二次電池に代表される非水電解質二次電池
に使用されるものであり、長尺帯状の金属箔からなる集電体１１の両主面に全面的に活物
質層１２を形成して構成された電極１３と、電極１３を、非水電解質二次電池の外部端子
（電池ケースおよび封口板等）と接続するための電極リード１４とを含んでいる。
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　また、電極構造体１０は、集電体１１と電極リード１４とを導通させながら、電極１３
と電極リード１４とを接合する、所定数（図示例では２個）の接合部１５をさらに含んで
いる。
【００４３】
　電極リード１４は、短冊状の平らな形状を有しており、その一部が、活物質層１２の上
から電極１３と重なるように配置されている。加えて、電極リード１４は、一端面が、電
極１３の幅方向の一端部の端面と面一となるように配置されている。
【００４４】
　接合部１５は、電極１３の幅方向の一端部の端面において露出している集電体１１と、
電極リード１４とを導通させるように形成される。ここで、接合部１５の形成は、例えば
溶加材を使用したプラズマ溶接により行われる。このとき、接合部１５は複数個設けるの
が好ましい。さらには、点状ではなく線状に設けるのが好ましい。これにより、接合強度
を大きくすることができるとともに、電気抵抗を小さくすることができる。
【００４５】
　このように、図１Ａの電極構造体１０においては、電極１３の幅方向の一端部の端面に
おいて露出している集電体１１と、電極リード１４とを導通させるように、接合部１５に
より、電極１３と電極リード１４とを接合している。これにより、電極リード１４を集電
体１１と接続するための、集電体１１の露出部を、電極１３の主面に形成する必要がなく
なり、集電体１１の両主面の全面に活物質を担持させることが可能となる。その結果、集
電体１１に担持させる活物質の量を従来よりも増加させることが可能となる。また、活物
質層１２の面積を大きくすることができるので、正極と負極との反応面積も大きくなる。
したがって、この電極構造体１０を非水電解質二次電池に適用することによって、高容量
の非水電解質二次電池を構成することが可能となる。
【００４６】
　また、接合部１５は、電極１３の幅方向の一端部の端面および電極リードの一端面にの
み接触するように設けられる。これにより、電極１３の主面に設けられた活物質層１２に
は何ら損傷を与えることなく、集電体１１と電極リード１４とが導通される。これにより
、容量の低下を抑えることができるとともに、活物質が活物質層１２から脱落する要因を
排除することができる。したがって、この電極構造体１０を非水電解質二次電池に使用す
ることによって、より高容量でかつより安全性の高い非水電解質二次電池を構成すること
が可能となる。
【００４７】
　また、接合部１５は、電極１３の幅方向の一端部に設けられるので、電極リード１４の
電極１３の長手方向における取付位置を自由に選定することが可能となる。したがって、
この電極構造体１０を非水電解質二次電池に使用することによって、設計の自由度の大き
い非水電解質二次電池を構成することが可能となる。
【００４８】
　図２に、図１Ａの非水電解質二次電池用電極構造体の変形例を示す。この変形例の電極
構造体１０Ａでは、電極１３の幅方向の一端部のみならず、他端部にも接合部１５が形成
されている。図示例の電極リード１４Ａは、その一端面から長さＬの位置の両側に段差部
１６が形成されている。ここで、長さＬは、電極１３の幅である。接合部１５は、電極リ
ード１４の両側の段差部１６と、電極１３の幅方向の他端部の端面との間にそれぞれ掛け
渡すようにして形成される。
　この変形例のように、電極１３の幅方向の一端部および他端部の両方に接合部１５を形
成することで、電極１３と電極リード１４Ａとの接合強度をより大きくすることが可能と
なる。
【００４９】
　図３に、電極構造体の別の変形例を示す。この変形例の電極構造体１０Ｂでは、電極１
３と電極リード１４とが重なっている部分に、電極リード１４を電極１３に固定するため
の所定数（図示例では３個）のかしめ部１８が設けられている。かしめ部１８は、バーリ
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ング加工等により、電極リード１４の一部分を、電極１３を突き抜けるように立ち上げさ
せ、電極１３を突き抜けた部分を折り曲げるようにして形成される。
【００５０】
　このように、接合部１５により電極リード１４を電極１３に接合する一方で、電極１３
と電極リード１４とが重なっている部分に電極リード１４のかしめ部１８を設けることで
、電極１３と電極リード１４との接合強度をより大きくすることが可能となる。
【００５１】
　図４に、電極構造体のさらに別の変形例を示す。この変形例の電極構造体１０Ｃでは、
電極１３の幅方向の他端部において、電極リード１４が接着テープ２０により電極１３に
固定されている。このとき、図４に示すように、接着テープ２０は、電極リード１４の電
極１３と接する側の面と、電極１３の幅方向の他端部の端面との間に掛け渡すように貼着
するのが好ましい。
【００５２】
　このように、接合部１５により電極リード１４を電極１３に接合する一方で、電極１３
の幅方向の他端部において、電極リード１４を接着テープ２０により電極１３に固定する
ことで、電極１３と電極リード１４との接合強度をより大きくすることが可能となる。ま
た、かしめ部１８を設けた場合には、それにより電極リード１４の表面に凹凸が生じる。
これに対して、図４に示すような態様で接着テープ２０により電極リード１４を電極１３
に固定することで、電極リード１４の表面に凹凸を生じることなく電極１３と電極リード
１４との接合強度をより大きくすることが可能となる。したがって、電極１３を巻回する
等により電極群を構成するときに、電極１３の表面が損傷する等の不都合を防止すること
ができる。
【００５３】
　また、かしめ部１８による場合には、電極１３の活物質層１２に必然的に損傷が与えら
れる。これに対して、接着テープ２０による場合には、活物質層１２に損傷を与えること
なく、電極１３と電極リード１４との接合強度をより大きくすることが可能となる。これ
により、容量をより大きくすることができる。
【００５４】
　図５に、電極構造体のさらに別の変形例を示す。この変形例の電極構造体１０Ｄにおい
ては、電極リード１４の電極１３と重なっている部分が、接着剤２２により電極１３に接
着されている。
【００５５】
　これにより、電極１３と電極リード１４との接合強度をより大きくすることが可能とな
る。また、接着テープ２０により固定する場合（図４参照）よりも、さらに電極リード１
４の外面に生じる凹凸を少なくしながら、電極１３と電極リード１４との接合強度を大き
くすることが可能となる。また、活物質層１２に損傷を与えることもない。
【００５６】
　図６に、電極構造体のさらに別の変形例を示す。この変形例の電極構造体１０Ｅは、電
極リード１４の一端面と、電極１３の幅方向の一端部の端面とを対向させるように、図１
Ａの電極構造体１０の電極リード１４を折り返して構成されている。
【００５７】
　図７に、図６のVII－VII線による断面を拡大して示す。図７に示すように、電極構造体
１０Ｅにおいては、電極リード１４を折り返すことによって、接合部１５には、電極リー
ド１４の一端面と接触する第１接触部１５ａと、電極１３の幅方向の一端部の端面と接触
する第２接触部１５ｂと、それらの間の折り返し部１５ｃとが形成される。
【００５８】
　このように電極リード１４を折り返すことによって、電極１３と電極リード１４との重
なりの部分で電極構造体の厚みが増大するのを防止することができる。したがって、電極
構造体の形が歪となるのを防止することができ、さらに高容量化が図れる。
【００５９】
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　次に、集電体１１および活物質層１２について説明する。
　正極においては、特に限定されないが、正極集電体には、アルミニウムまたはアルミニ
ウム合金製の箔を用いることができる。厚みは、５μｍ～５０μｍとすることができる。
正極活物質層は、正極集電体の表面に正極合剤塗料を塗布し、乾燥した後、圧延して形成
される。正極合剤塗料は、正極活物質、導電材および結着材を分散媒中にプラネタリーミ
キサ等の分散機により混合分散させることにより調製される。
【００６０】
　正極活物質としては、コバルト酸リチウムおよびその変性体（コバルト酸リチウムにア
ルミニウムやマグネシウムを固溶させたものなど）、ニッケル酸リチウムおよびその変性
体（ニッケルの一部をコバルトで置換させたものなど）、並びにマンガン酸リチウムおよ
びその変性体などの複合酸化物を挙げることができる。
　正極用導電材としては、例えばアセチレンブラック、ケッチェンブラック、チャンネル
ブラック、ファーネスブラック、ランプブラック、サーマルブラック等のカーボンブラッ
ク、および各種グラファイトを単独あるいは組み合わせて用いることができる。
【００６１】
　正極用結着材としては、例えばポリフッ化ビニリデン（ＰＶｄＦ）、ポリフッ化ビニリ
デンの変性体、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、およびアクリレート単位を有
するゴム粒子結着剤等を用いることができる。また、反応性官能基を導入したアクリレー
トモノマ、またはアクリレートオリゴマを結着材中に混入させることも可能である。
【００６２】
　一方、負極についても特に限定されないが、負極集電体として圧延銅箔、電解銅箔等を
用いることができる。負極集電体の厚みは５μｍ～５０μｍとすることができる。負極活
物質層は、負極集電体の表面に、負極合剤塗料を塗布し、乾燥した後、圧延して形成され
る。負極合剤塗料は、負極活物質、結着材、並びに必要に応じて導電材および増粘剤を分
散媒中にプラネタリーミキサ等の分散機により混合分散させることにより調製される。
【００６３】
　負極活物質としては、黒鉛などの炭素材料、合金系材料などが好ましく用いられる。合
金系材料としては、ケイ素酸化物、ケイ素、ケイ素合金、スズ酸化物、スズ、スズ合金な
どを用いることができる。なかでも特に、ケイ素酸化物が好ましい。ケイ素酸化物は、一
般式ＳｉＯxで表され、０＜ｘ＜２、好ましくは０．０１≦ｘ≦１を満たす組成を有する
ことが望ましい。ケイ素合金中のケイ素以外の金属元素は、リチウムと合金を形成しない
金属元素、例えばチタン、銅、ニッケルが望ましい。
【００６４】
　負極用結着材としてはＰＶｄＦおよびその変性体をはじめとした各種バインダを用いる
ことができる。しかしながら、リチウムイオン受入れ性向上の観点からは、負極用結着材
としてスチレン－ブタジエン共重合体ゴム粒子（ＳＢＲ）およびその変性体等を用いるの
が好ましい。
【００６５】
　負極用増粘剤としては、ポリエチレンオキシド（ＰＥＯ）およびポリビニルアルコール
（ＰＶＡ）などの、水溶液が粘性を有する材料であれば特に限定されない。しかしながら
、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）をはじめとするセルロース系樹脂およびその変
性体が、合剤塗料の分散性，増粘性の観点から好ましい。
【００６６】
　以上のような塗布法の他に、集電体１１の表面に活物質の薄膜を形成することにより、
活物質層１２を形成してもよい。この薄膜を形成する方法として、真空プロセスである、
蒸着法、スッパッタリング法、およびＣＶＤ法などのドライプロセスを使用することがで
きる。
　これらの方法により形成される活物質の薄膜の厚みは、作製される非水系二次電池の要
求特性によっても異なるが、概ね５～３０μｍの範囲が好ましく、さらに１０～２５μｍ
の範囲であることがより好ましい。
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【００６７】
　以下、本実施の形態１の実施例を説明する。本発明は、これらの実施例に限定されるも
のではない。
【００６８】
　（実施例１）
　以下のようにして、図１Ａに示したのと同じ構造の電極構造体を作製した。
　厚さ２６μｍの銅箔を集電体１１として使用した。その集電体１１の両面に、真空蒸着
により、Ｓｉ（珪素）の酸化物からなる、厚みが２０μｍの活物質層１２を形成した。活
物質層１２が両面に形成された集電体１１を、長さ９００ｍｍ、幅６０ｍｍの長尺帯状に
裁断して、厚みが６６μｍである電極（負極）１３を作製した。そして、幅４ｍｍ、厚さ
０.１ｍｍの電極リード１４を、一部分を電極１３と重ね合わせるように、かつ一端面が
電極１３の幅方向の一端部の端面と面一となるように配して、治具により固定した。電極
リード１４は、材質を銅とした。
　次に、プラズマ溶接により、電極１３の幅方向の一端部の端面と、電極リード１４の一
端面との間に掛け渡すように接合部１５を形成して、電極１３の幅方向の一端部の端面に
露出している集電体１１と電極リード１４とを導通させた。
【００６９】
　（実施例２）
　以下のようにして、図２に示したのと同じ構造の電極構造体を作製した。
　実施例１と同様にして負極である電極１３を作製した。電極リード１４Ａとして、その
一端面から長さ６０ｍｍの位置の両側に、上記一端面と平行な部分の幅がそれぞれ１ｍｍ
である段差部１６を形成した。電極リード１４Ａの材質は実施例１の電極リード１４と同
じとした。
　実施例１と同様にして、電極１３の幅方向の一端部に接合部１５を形成した後、両側の
段差部１６と、電極１３の幅方向の他端部の端面との間に掛け渡すようにして接合部１５
を、プラズマ溶接により、それぞれ形成した。
【００７０】
　（実施例３）
　以下のようにして、図３に示したのと同じ構造の電極構造体を作製した。
　実施例１と同様にして、負極である電極１３を作製し、電極１３の幅方向の一端部に接
合部１５を形成した。その後、バーリング加工により、電極１３を突き抜けるように電極
リード１４の一部分を立ち上げさせた。その後、電極１３を突き抜けた、電極リード１４
の一部分を折り曲げるようにかしめて、３個のかしめ部１８を形成した。
【００７１】
　（実施例４）
　以下のようにして、図４に示したのと同じ構造の電極構造体を作製した。
　実施例１と同様にして、負極である電極１３を作製し、電極１３の幅方向の一端部に接
合部１５を形成した。その後、接着テープ２０を、電極リード１４の電極１３と接する側
の面と、電極１３の幅方向の他端部の端面との間に掛け渡すようにして貼着した。
【００７２】
　（実施例５）
　以下のようにして、図５に示したのと同じ構造の電極構造体を作製した。
　実施例１と同様にして、負極である電極１３を作製し、電極１３の幅方向の一端部に接
合部１５を形成した。その後、電極リード１４の電極１３と重なっている部分を、接着剤
２２により電極１３に接着した。
【００７３】
　（実施例６）
　以下のようにして、図６に示したのと同じ構造の電極構造体を作製した。
　実施例１と同様にして、負極である電極１３を作製し、電極１３の幅方向の一端部に接
合部１５を形成した。その後、電極リード１４の一端面と、電極１３の幅方向の一端部の
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【００７４】
　（実施例７）
　以下のようにして、図１Ａに示したのと同じ構造の、正極の電極構造体を作製した。
　厚さ２０μｍのアルミニウム箔を集電体１１として使用した。活物質としてのコバルト
酸リチウムと、導電材としてのアセチレンブラックと、結着材としてのポリフッ化ビニリ
デン（ＰＶｄＦ）とを混ぜ合わせて、正極合剤塗料を調製した。正極合剤塗料を、集電体
１１の両面に塗布し、乾燥した後、総厚みが１００μｍとなるまでプレスにより圧縮した
。その後、長さ８００ｍｍ、幅５５ｍｍの長尺帯状に裁断して、正極である電極１３を作
製した。そして、幅４ｍｍ、厚さ０.１ｍｍの電極リード１４を、一部分を電極１３と重
ね合わせるように、且つ一端面が電極１３の幅方向の一端部の端面と面一となるように配
して、治具により固定した。電極リード１４は、材質をアルミニウムとした。
　次に、プラズマ溶接により、電極１３の幅方向の一端部の端面と、電極リード１４の一
端面との間に掛け渡すように接合部１５を形成して、電極１３の幅方向の一端部の端面に
露出している集電体１１と電極リード１４とを導通させた。
【００７５】
　（比較例１）
　実施例１と同様にして、負極である電極１３を作製した。幅４ｍｍ、厚さ０．１ｍｍの
電極リード１４の一部分を電極１３に重ね合わせるように、その重なりの部分に接着剤を
塗布して、電極１３と電極リード１４とを接着した。その後、上記重なりの部分を直径２
ｍｍの電極棒で上下から挟み込み、スポット溶接により、電極１３と電極リード１４とを
接合しようと試みた。
【００７６】
　（比較例２）
　実施例１と同様にして、負極である電極１３を作製した。幅４ｍｍ、厚さ０．１ｍｍの
電極リード１４の一部分を電極１３に重ね合わせるように、その重なりの部分に接着剤を
塗布して、電極１３と電極リード１４とを接着した。その後、上記重なりの部分を、超音
波溶接用のアンビルとホーンとにより上下から挟み込み、超音波溶接により、電極１３と
電極リード１４とを接合しようと試みた。
【００７７】
　（比較例３）
　以下のようにして、図２９に示したのと同じ構造の従来の電極構造体を作製した。
　実施例１と同様にして電極１０３を作製した。電極１０３の長手方向の一端部の端面と
、電極リード１０４の幅方向の一端面とが面一となるように、電極１０３に電極リード１
０４を重ねて、電極１０３および電極１０４を治具により固定した。そして、バーリング
加工により、電極１０３を突き抜けるように電極リード１０４の一部分を立ち上げさせた
。その後、電極１０３を突き抜けた、電極リード１０４の一部分を折り曲げるようにして
、かしめ部１０５を形成した。
【００７８】
　以上の実施例１～６、並びに比較例１～３の電極構造体をそれぞれ１００個ずつ作製し
た。そして、全ての電極構造体について、電極と電極リードとの間の電気抵抗を測定し、
各実施例および比較例毎に平均値を算出した。また、電極と電極リードとの接合強度を調
べるために、電極を固定した状態で電極リードを電極の主面に沿った方向に引っ張るよう
にして、引張強度を測定し、各実施例および比較例毎に平均値を算出した。また、電極と
電極リードとの重なり部の総厚み（実施例６のみは重なり部がないので、電極リードの厚
み）を測定し、各実施例および比較例毎に平均値を算出した。以上の結果を、表１に示す
。
【００７９】
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【表１】

【００８０】
　表１から明らかなように、実施例１～７においては、接合部１５により集電体１１と電
極リード１４とが導通されているために、電気抵抗を低く抑えることができた。
　これに対して、比較例１では、電極１３の表面の活物質１２には溶接電流が流れないた
めに、スポット溶接により、電極１３と電極リード１４とを溶融接合することができず、
電極１３と電極リード１４との間の導通を得ることができなかった。
　同様に、比較例２においても、超音波溶接により、電極１３と電極リード１４とを溶融
接合することができず、電極１３と電極リード１４との間の導通を得ることができなかっ
た。これは活物質層１２がＳｉの酸化物から構成されているためであり、超音波によって
も、活物質層１２を破壊することはできなかったことを示している。
【００８１】
　また、比較例３においても、電気抵抗はかなり大きなものとなっている。これは、図２
９に示すように、活物質層１０２が集電体１０１とかしめ部１０５等との間に入り込むた
めに、集電体１０１と電極リード１０４との接触面積が非常に小さなものとなったからで
あると考えられる。
【００８２】
　引張強度については、全ての実施例１～７において、リチウムイオン二次電池の電極構
造体として、十分な強度が得られた。リチウムイオン二次電池においては、一般に、上述
した方法で測定される引張強度は、１０Ｎ以上であることが求められる。中でも、電極１
３の幅方向の両端部に接合部１５を形成した実施例２、およびかしめ部１８を設けた実施
例３は、より大きな引張強度を達成することができた。
【００８３】
　これに対して、比較例１および２においては、電極１３と電極リード１４とが溶接され
なかったために、必要な強度が得られていない。
　また、比較例３は、かしめ部１０５のみで電極リードが電極に固定されているために、
十分な強度が得られなかった。
【００８４】
　総厚みについては、かしめ部１８を設けた実施例３、接着テープ２０を使用した実施例
４および接着剤２２を使用した実施例５において、総厚みが比較的大きくなった。中でも
、かしめ部１８を設けた実施例３の総厚みが最大となった。しかしながら、実施例１～７
のいずれにおいても、実用に適しないほどに総厚みが大きくなったものはなかった。
　また、電極１３と電極リード１４との重なり部がない実施例６は、総厚みが最小となっ
た。
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【００８５】
　〈実施の形態２〉
　次に、本発明の実施の形態２を説明する。
　図８Ａおよび８Ｂに、本発明の実施の形態２に係る非水電解質二次電池用電極構造体の
概略構成を、斜視図および断面図により示す。図８Ａおよび８Ｂにおいて、実施の形態１
と同一の要素には同一の符号を使用し、その詳細説明は省略する。
【００８６】
　図示例の、電極構造体１０Ｆにおいては、電極１３の幅方向の端部にではなく、長手方
向の一端部に所定数（図示例では３個）の接合部１５が形成されている。ここで、接合部
１５は、電極１３の長手方向の一端部の端面と、電極リード１４の幅方向の一端面との間
に掛け渡されるようにして、設けられている。
【００８７】
　このように、電極１３の長手方向の端部に接合部１５を形成することで、図１Ａの電極
構造体１０が奏する効果とほぼ同様の効果を達成することができる。すなわち、電極リー
ド１４を集電体１１と接続するための、集電体１１の露出部を、電極１３の主面に形成す
る必要がなくなり、集電体１１の両主面の全面に活物質層１２を形成することが可能とな
る。その結果、集電体１１に活物質を最大限に担持させることが可能となる。したがって
、反応面積が大きくなり、この電極構造体１０を非水電解質二次電池に使用することによ
って、高容量の非水電解質二次電池を構成することが可能となる。
【００８８】
　加えて、通常、電極１３の幅は、電極リード１４の幅よりも遙かに大きい。このため、
電極１３の幅方向の端部に接合部１５を形成する場合と比較して、接合部１５の総面積を
顕著に大きくすることができる。したがって、電極１３と、電極リード１４との接合強度
をより大きくすることができる。また、電極１３と電極リード１４との間の電気抵抗を小
さくすることができる。
【００８９】
　反面、電極リード１４を電極１３に取り付ける位置を、電極１３の長手方向に沿って自
由に移動させることはできなくなる。その点において、図１Ａの電極構造体と比較すると
設計の自由度は小さくなる。
【００９０】
　図９に、図８Ａの非水電解質二次電池用電極構造体の変形例を示す。この変形例の電極
構造体１０Ｇでは、電極１３と電極リード１４とが重なっている部分に、電極リード１４
を電極１３に固定するための所定数（図示例では４個）のかしめ部１８が設けられている
。かしめ部１８は、バーリング加工等により、電極リード１４の一部分を、電極１３を突
き抜けるように立ち上げさせ、電極１３を突き抜けた部分を折り曲げるようにして形成さ
れる。
　このように、接合部１５により電極リード１４を電極１３に接合する一方で、電極１３
と電極リード１４とが重なっている部分にかしめ部１８を設けることで、電極１３と電極
リード１４との接合強度をより大きくすることが可能となる。
【００９１】
　図１０に、電極構造体の別の変形例を示す。この変形例の電極構造体１０Ｈでは、電極
リード１４の幅方向の他端面側の部分が、接着テープ２４により電極１３に固定されてい
る。これにより、電極１３と電極リード１４との接合強度をより大きくすることが可能と
なる。
【００９２】
　また、かしめ部１８により電極リード１４を電極１３に固定する場合よりも、電極構造
体の外面の凹凸を少なくすることができる。したがって、電極１３を巻回または積層して
電極群を構成するときに、電極１３の表面の活物質層１２が損傷されるのを防止すること
ができる。その結果、活物質の脱落等の不都合を招くことが防止される。したがって、反
応面積の大きい、高容量の非水電解質二次電池用電極を構成することが可能になる。
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【００９３】
　図１１に、電極構造体のさらに別の変形例を示す。この変形例の電極構造体１０Ｉでは
、電極リード１４の電極１３と重なっている部分が、接着剤２６により電極１３に接着さ
れている。
【００９４】
　これにより、電極１３と電極リード１４との接合強度をより大きくすることが可能とな
る。また、接着テープ２４により固定する場合（図１０参照）よりも、さらに電極リード
１４の外面に生じる凹凸を少なくしながら、電極１３と電極リード１４との接合強度を大
きくすることが可能となる。また、活物質層１２に損傷を与えることもない。その結果、
活物質の脱落等の不都合を招くことがない。したがって、反応面積の大きい、高容量の非
水電解質二次電池用電極板を構成することが可能になる。
【００９５】
　以下、本実施の形態２の実施例を説明する。本発明は、これらの実施例に限定されるも
のではない。
【００９６】
　（実施例８）
　以下のようにして、図８Ａに示したのと同じ構造の電極構造体を作製した。
　実施例１と同様にして、負極である電極１３を作製した。電極１３の長手方向の一端部
の端面と、電極リード１４の幅方向の一端面とが面一となるように、電極１３に電極リー
ド１４を重ねて、電極１３および電極１４を治具により固定した。そして、プラズマ溶接
により、電極１３の長手方向の一端部の端面と、電極リード１４の幅方向の一端面との間
に掛け渡すようにして接合部１５を形成した。
【００９７】
　（実施例９）
　以下のようにして、図１０に示したのと同じ構造の電極構造体を作製した。
　実施例８と同様にして、負極である電極１３を作製し、電極１３の長手方向の一端部に
接合部１５を形成した。その後、接着テープ２４により、電極リード１４の幅方向の他端
面側の部分を電極１３に固定した。
【００９８】
　（実施例１０）
　以下のようにして、図８Ａに示したのと同じ構造の、正極の電極構造体を作製した。
　実施例７と同様にして、正極である電極１３を作製した。そして、アルミニウムから構
成される電極リード１４を使用して、実施例８と同様にして、電極１３の長手方向の一端
部に接合部１５を形成した。
【００９９】
　以上の実施例８～１０の電極構造体をそれぞれ１００個ずつ作製した。そして、全ての
電極構造体について、電極と電極リードとの間の電気抵抗を測定し、各実施例および比較
例毎に平均値を算出した。また、電極と電極リードとの接合強度を調べるために、電極を
固定した状態で電極リードを電極の主面に沿った方向に引っ張るようにして、引張強度を
測定し、各実施例および比較例毎に平均値を算出した。以上の結果を、表２に示す。
【０１００】
【表２】
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　表２から明らかなように、実施例８～１０においては、接合部１５により集電体１１と
電極リード１４とが導通されているために、電気抵抗を低く抑えることができた。
【０１０１】
　引張強度についても、実施例８～１０において、リチウムイオン二次電池の電極構造体
として、十分な強度が得られた。リチウムイオン二次電池においては、一般に、上述した
方法で測定される引張強度は、１０Ｎ以上であることが求められる。
【０１０２】
　〈実施の形態３〉
　次に、本発明の実施の形態３を説明する。
　図１２に、本発明の実施の形態３に係る非水電解質二次電池用電極構造体の概略構成を
示す。図１２において、実施の形態１および２と同一の要素には同一の符号を使用し、そ
の詳細説明は省略する。
【０１０３】
　図示例の、電極構造体１０Ｊにおいては、電極リード３０と、電極３２とが重なってい
る部分の中間部分において、接合部２８により、電極リード３０と、電極３２とが接合さ
れている。
　この接合方法を以下に説明する。
　図１３に示すように、電極構造体１０Ｊの構成要素である電極リード３０は、所定の間
隔で長手方向に並ぶ、所定数（図示例では３個）の切り起こし部３４を有している。切り
起こし部３４は、例えば三角形のような、先の尖った形状を有している。
【０１０４】
　一方、図１４に示すように、電極３２は、切り起こし部３４と同じ間隔で同じ数だけ幅
方向に並ぶ、所定数（図示例では３個）のスリット状の貫通孔３６を有している。貫通孔
３６は、集電体１１の両面に活物質層１２を形成した後、例えばポンチ加工により形成す
ることができる。また、カッターを使用して形成することもできる。
【０１０５】
　図１５に示すように、接合部２８は、切り起こし部３４を貫通孔３６に挿通した状態で
、例えばＴＩＧ溶接により切り起こし部３４を溶融した後、再凝固させるようにして形成
される。
【０１０６】
　これにより、図１６に示すように、接合部２８により、集電体１１と電極リード３０と
が導通され、電極リード３０と電極３２とが接合される。接合部２８を複数個設けること
によって、電気抵抗を低減することができる。
【０１０７】
　以上のように、図１２の電極構造体１０Ｊにおいては、電極３２に設けられたスリット
状の貫通孔３６の内部において、露出している集電体１１と電極リード３０とが電極リー
ド３０の一部分の再凝固体からなる接合部２８により導通されて、電極リード３０と電極
３２とが接合される。
　これにより、電極３２の表面に大面積の集電体１１の露出部を形成することなく、電極
リード３０と電極３２とを接続することができる。
【０１０８】
　ここで、切り起こし部３４は、先が尖っているので、溶接を行うときの位置決めが容易
となる。また、切り起こし部３４の体積が比較的小さくなることから、接合部２８を、全
て貫通孔３６の内部に収めることが可能となる。したがって、電極３２の表面に凹凸、特
に凸部が生じるのを避けることができる。
　また、溶接の際に活物質層１２に損傷を与えることが防止される。
　また、貫通孔３６は、電極３２の表面から比較的広い面積に亘って活物質層１２を取り
除く場合と比較して、ポンチ加工等により、極めて短時間で形成することができる。した
がって、生産性を向上させることができる。
【０１０９】
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　図１７～１９に、図１２の非水電解質二次電池用電極構造体の変形例を示す。図１７に
示すように、この変形例の電極構造体１０Ｋにおいても、接合部４２は、電極リード４０
の再凝固部から構成されている。しかしながら、この変形例においては、図１８に示すよ
うに、電極リード４０の切り起こし部３８は、方形、より具体的には略正方向または略長
方形となるように形成されている。
【０１１０】
　このように、切り起こし部３８を方形に形成することで、図１２の電極構造体の切り起
こし部３４と比較して、その体積を増大させることができる。これにより、接合部４２の
体積をより大きくすることが可能となり、接合部４２と集電体１１との接触面積をより大
きくすることができる。したがって、電極リード４０と電極３２との間の電気抵抗をより
小さくすることができる。
【０１１１】
　図２０～２２に、電極構造体の別の変形例を示す。図２０に示すように、この変形例の
電極構造体１０Ｌにおいても、接合部４６は、電極リード４４の再凝固部から構成されて
いる。しかしながら、この変形例においては、図２１に示すように、電極リード４４の切
り起こし部４８は、先端が丸く形成されている。
【０１１２】
　このように、切り起こし部４８の先端を丸く形成することで、溶接により切り起こし部
４８を溶融したときに、溶融残りが発生して、バリが形成されるのを防止することができ
る。また、図１２の場合と比較して、集電体１１と接合部４６との接触面積をより大きく
することができる。したがって、電気抵抗を小さくすることができる。また、電極１３の
表面に凹凸が生じるのを避けることができる。
【０１１３】
　以下、本実施の形態３の実施例を説明する。本発明は、これらの実施例に限定されるも
のではない。
【０１１４】
　（実施例１１）
　以下のようにして、図１２に示したのと同じ構造の電極構造体を作製した。
　実施例１と同様にして負極の電極３２を作製した。電極３２の電極リード３０と重なる
部分に、電極３０の幅方向に１０ｍｍの間隔で並ぶように、スリット状の貫通孔３６を、
ポンチ加工により４個形成した。貫通孔３６の長さは２ｍｍ、幅は０．１ｍｍとした。
　一方、電極リード４０の電極３２と重なる部分に、電極リード４０の長手方向に１０ｍ
ｍの間隔で並ぶように、図１３に示した形状の切り起こし部３４を同じ数だけ形成した。
【０１１５】
　（実施例１２）
　以下のようにして、図１２に示したのと同じ構造の、正極の電極構造体を作製した。
　実施例７と同様にして、正極である電極３２を作製した。そして、アルミニウムから構
成される電極リード１４を使用して、実施例１１と同様にして、接合部２８を形成した。
【０１１６】
　そして、切り起こし部３４を貫通孔３６に挿通した状態で、ＴＩＧ溶接により、切り起
こし部３４を溶融した後、再凝固させて、電極３２と電極リード３０とを接続した。
【０１１７】
　以上の実施例１１および１２の電極構造体をそれぞれ１００個ずつ作製した。そして、
全ての電極構造体について、電極と電極リードとの間の電気抵抗を測定し、実施例毎に平
均値を算出した。また、電極と電極リードとの接合強度を調べるために、電極を固定した
状態で電極リードを電極の主面に沿った方向に引っ張るようにして、引張強度を測定し、
実施例毎に平均値を算出した。また、電極と電極リードとの重なり部の総厚みを測定し、
実施例毎に平均値を算出した。以上の結果を、表３に示す。
【０１１８】
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【表３】

【０１１９】
　表３から明らかなように、本実施の形態３による実施例１１および１２においては、電
気抵抗は、実施の形態１および２による各実施例に比べて若干大きくなったが、実用の範
囲内の抵抗値に抑えることができた。引張強度もまた、接合部２８の数を多くすることに
よって、他の実施例と同程度の強度を達成することができた。
【０１２０】
　〈実施の形態４〉
　次に、本発明の実施の形態４を説明する。
　図２３に、本発明の実施の形態４に係る非水電解質二次電池用電極構造体の概略構成を
示す。図２４に、図２３のＡ－Ａ線における断面の一部分を示す。図２３および２４にお
いて、実施の形態１～３と同一の要素には同一の符号を使用し、その詳細説明は省略する
。
【０１２１】
　図示例の電極構造体１０Ｍにおいても、電極リード５２と電極５４とは、電極リード５
２と電極５４とが重なっている部分の中間部分において、接合部５０により接合されてい
る。
　短冊状の電極リード５２は、長手方向が電極５４の幅方向と平行となり、かつ一部分が
電極５４と重なるように配置される。
【０１２２】
　電極５４には、電極リード５２と全幅において重なるように、電極５４の長手方向に平
行なスリット状の貫通孔５６が複数個（図示例では３個）形成されている。貫通孔５６の
長さは、電極リード５２の幅よりも大きくなっている。電極リード５２の幅方向の端部は
、例えばプラズマ溶接により、溶融され、その溶融部分の一部分が貫通孔５６に流れ込み
、再凝固する。
【０１２３】
　また、集電体１１と電極リード５２とは、同一材料または異種材料であってもよいが、
非常に結合性の高い金属から構成するのが好ましい。また、貫通孔５６に流れ込んだ電極
リード５２の溶融部分は、集電体１１と接する箇所で表面張力により形状が球状となり、
その箇所に留まる。その結果、上記溶融部分の再凝固体からなる接合部５４により、電極
リード５２と集電体１１とが導通されて、確実な接合を行うことが可能となる。
【０１２４】
　また、接合部５４の形成は、電極リード５２の幅方向の左右交互に行うのが好ましい。
これにより、電極５４の長手方向に歪みを生じさせることなく、電極５４と電極リード５
２とを接合することが可能となる。
　なお、電極リード５２の幅方向の端部を溶融する方法は、プラズマ溶接に限らず、レー
ザ溶接、ＴＩＧ溶接および電子ビーム溶接、並びにその他の方法とすることができる。
【０１２５】
　なお、図２５に示すように、スリット状の貫通孔５６は、凹部７９と代えることができ
る。このとき、凹部７９は、底に集電体１１が露出するように形成される。この場合にも
、電極リード５２の幅方向の端部が溶融され、その溶融部分の一部分が凹部７９に流れ込
み、再凝固することにより接合部５０が形成される。貫通孔５６の代わりに凹部７９を形
成することで、電極リード５２の幅方向の端部を溶融した溶融部分が凹部７９の中により
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溜まり易くなり、より確実に集電体１１と電極リード５２とを導通させることが可能とな
る。
【０１２６】
　一方、貫通孔５６を設けた場合には、集電体１１の例えばポンチ加工による切断面と、
電極リード５２の幅方向の端部の溶融部分とが直接接触することになり、金属同士が容易
に結合するので、接合が容易となる。
【０１２７】
　以上のように、図２３の電極構造体１０Ｍにおいては、電極リード５２の幅方向の端部
と交わるように、電極５４に形成されたスリット状の貫通孔５６または凹部７９において
、接合部５０により、電極リード５２と集電体１１とを導通させて、電極５４と電極リー
ド５２とが接合される。これにより、金属同士が一体化するようにして、電極リード５２
と集電体１１とが確実に接続される。したがって、電極５４と電極リード５２との間の電
気抵抗を顕著に小さくすることができる。
【０１２８】
　また、スリット状の貫通孔５６または凹部７９が、電極５４の長手方向と平行となるよ
うに設けられることから、貫通孔５６または凹部７９の長さの範囲で、電極リード５２を
電極５４に取り付ける取付位置を自由に調節できる。したがって、電極リード５２の電極
５４への取り付けが容易となり、生産性が向上する。
【０１２９】
　図２６に、図２３の非水電解質二次電池用電極構造体の変形例を示す。この変形例の電
極構造体１０Ｎにおいても、接合部６２は、電極５８に形成されたスリット状の貫通孔６
０（または、凹部。以下、同じ）に形成される。しかしながら、この変形例においては、
貫通孔６０は、電極リード５２の両脇に沿うように、電極５８の幅方向と平行に形成され
ている。
【０１３０】
　このように、貫通孔６０を電極５８の幅方向と平行に形成することにより、電極５８と
電極リード５２との接合面積を大きくすることが容易となり、電極５８と電極リード５２
との接合強度を向上させることができる。なお、貫通孔６０は、電極リード５２の側端部
と直ぐ隣接する位置か、一部分が電極リード５２と重なるように設けるのが好ましい。貫
通孔６０と電極リード５２との間が離れすぎていると、溶融部分が貫通孔６０に流れ込ま
ないおそれがあるからである。また、貫通孔６０と電極リード５２とが完全に重なってし
まっても、同様のことが起こりうる。
【０１３１】
　図２７に、電極構造体の別の変形例を示す。この変形例の電極構造体１０Ｐにおいても
、接合部６４は、電極６８に形成されたスリット状の貫通孔６６（または、凹部。以下、
同じ）に形成される。しかしながら、この変形例においては、貫通孔６６は、電極５８の
幅方向ないしは長手方向に対して斜めに形成されている。
【０１３２】
　このように、貫通孔６６が電極５８の幅方向に対して斜めに形成されているので、貫通
孔６６の本数が少ない場合にも、電極６８の全幅に亘って適度な間隔で、接合部６４を配
することが可能となる。これにより、電極６８を巻回または積層して電極群を構成すると
きに、電極６８およびセパレータにシワ等が発生するのを抑制することができる。
　また、貫通孔６６の傾斜の角度を調節することで、電極６８の幅および電極リード５２
の長さが変化した場合にも、貫通孔６６の本数を増やすことなく、電極６８の全幅に亘っ
て適度な間隔で、接合部６４を配することが可能となる。
　また、図２７の電極構造体１０Ｐにおいても、接合部６４は、電極リード５２の幅方向
の左右交互に形成するのが好ましい。
【０１３３】
　以下、本実施の形態４の実施例を説明する。本発明は、これらの実施例に限定されるも
のではない。
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【０１３４】
　（実施例１３）
　以下のようにして、図２３に示したのと同じ構造の電極構造体を作製した。ここでは、
図２５に示したような凹部７９を電極５４に形成した。
　実施例１と同様にして、負極である電極５４を作製した。その電極５４の長手方向の所
定位置に、電極の幅方向に所定の間隔（具体的には、１０ｍｍ）で並ぶように、電極の長
手方向と平行な３本のスリット状の凹部７９を形成した。凹部７９は、底に集電体１１が
露出するように形成した。凹部７９の長さは５ｍｍとした。
　電極リード５２は、幅が４ｍｍ、厚みが０．１ｍｍの銅製のリードを使用した。
【０１３５】
　電極リード５２を、全幅に亘って凹部７９と重なるような配置で電極５４と重ね合わせ
、電極リード５２と凹部７９とが密着するように治具により固定した。その状態で、プラ
ズマ溶接により、電極リード５２の幅方向の端部の凹部７９と交わる箇所を溶融し、その
溶融部分の一部を凹部７９の内部に流し込んだ後、再凝固させて、電極５４と電極リード
５２とを接合した。
【０１３６】
　（実施例１４）
　以下のようにして、図２３に示したのと同じ構造の電極構造体を作製した。ここでは、
図２４に示したような貫通孔５６を電極に形成した。
　実施例１と同様にして、負極である電極５４を作製した。その電極５４の長手方向の所
定位置に、電極の幅方向に所定の間隔（具体的には、１０ｍｍ）で並ぶように、電極の長
手方向と平行な３本のスリット状の貫通孔５６を形成した。貫通孔５６の長さは５ｍｍと
した。
　電極リード５２は、幅が４ｍｍ、厚みが０．１ｍｍの銅製のリードを使用した。
【０１３７】
　電極リード５２を、全幅に亘って貫通孔５６と重なるような配置で電極５４と重ね合わ
せ、電極リード５２と貫通孔５６とが密着するように治具により固定した。その状態で、
プラズマ溶接により、電極リード５２の幅方向の端部の貫通孔５６と交わる箇所を溶融し
、その溶融部分の一部を貫通孔５６の内部に流し込んだ後、再凝固させて、電極５４と電
極リード５２とを接合した。
【０１３８】
　（実施例１５）
　以下のようにして、図２３に示したのと同じ構造の、正極の電極構造体を作製した。こ
こでは、図２５に示したような凹部７９を電極に形成した。
　実施例７と同様にして正極である電極５４を作製した。その電極５４およびアルミニウ
ム製の電極リード５２を使用して、実施例１３と同様にして、電極構造体を構成した。
【０１３９】
　以上の実施例１３～１５の電極構造体をそれぞれ１００個ずつ作製した。そして、全て
の電極構造体について、電極と電極リードとの間の電気抵抗を測定し、実施例毎に平均値
を算出した。また、電極と電極リードとの接合強度を調べるために、電極を固定した状態
で電極リードを電極の主面に沿った方向に引っ張るようにして、引張強度を測定し、実施
例毎に平均値を算出した。以上の結果を、表４に示す。
【０１４０】
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【表４】

【０１４１】
　表４から明らかなように、実施例１３～１５のいずれにおいても、電極５４と電極リー
ド５２との間の電気抵抗は小さくなっている。これは、接合部５０により、貫通孔５６ま
たは凹部７９の内部で露出している集電体１１と、電極リード５２とを導通させて、電極
５４と電極リード５２とを接続することができたことを示している。
【０１４２】
　次に、上述した実施の形態１～４の非水電解質二次電池用電極構造体を使用した非水電
解質二次電池を説明する。
　図２８に、そのような非水電解質二次電池の一例を示す。図示例の二次電池７０は、正
極活物質としてのリチウム複合酸化物を含む活物質層が形成された正極７５と、負極活物
質としてのリチウムを保持しうる材料を含む活物質層が形成された負極７６とを、セパレ
ータ７７を間に介在させて、渦巻状に巻回した電極群８０を含んでいる。また、正極７５
には、上述した実施の形態１～４のいずれかの態様で正極リード７５ａが接合され、負極
７６には、上述した実施の形態１～４のいずれかの態様で負極リード７６ａが接合されて
いる。
【０１４３】
　電極群８０は、上下に絶縁板７８ａおよび７８ｂを配した状態で、有底円筒形の電池ケ
ース７１の内部に収納される。電極群８０の下部より導出した負極リード７６ａは、電池
ケース７１の底部に接続される。一方、電極群８０の上部より導出した正極リード７５ａ
は、電池ケース７１の開口部を封口する封口体７２に接続される。また、電池ケース７１
には、所定量の非水電解液（図示せず）が注液される。電解液は、電極群８０を電池ケー
ス７１に収納した後に注液される。電解液の注液が終了すると、電池ケース７１の開口部
に、封口ガスケット７３を周縁に取り付けた封口体７２を挿入し、電池ケース７１の開口
部を内方向に折り曲げるようにかしめ封口して、リチウムイオン二次電池７０が構成され
る。
【産業上の利用可能性】
【０１４４】
　本発明の電極構造体によれば、集電体の両主面の全面に活物質が担持された電極であっ
ても、集電体の表面から活物質をほとんど取り除くことなく、電気抵抗の小さい、集電体
と電極リードとの間の接合を実現することができる。したがって、高容量な電極を実現す
ることができ、高性能化された電子機器やコンパクト化が進む携帯用電子機器の電源とし
て最適な非水電解質二次電池を実現できる。
【符号の説明】
【０１４５】
　１０　電極構造体
　１１　集電体
　１２　活物質層
　１３、３２、５４、５８、６８　電極
　１４、３０、４０、４４、５２　電極リード
　１５、２８、４２、４６、５０、６２、６４　接合部
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　１６　段差部
　１８　かしめ部
　２０、２４　接着テープ
　２２、２６　接着剤
　３４、３８、４８　切り起こし部
　３６、５６、６０、６６　貫通孔
　７０　非水電解質二次電池
　７１　電池ケース
　７２　封口体
　７５　正極
　７５ａ　正極リード
　７６　負極
　７６ａ　負極リード
　７７　セパレータ
　７９　凹部
　８０　電極群

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】

【図３】
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